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要約：本研究の目的は、男性が育児のための短時間勤務（以下、育短とする）を取得する要因と、男

性の育短取得による人事評価への影響を明らかにすることである。育短を取得した男性（208 名）と、

しなかった男性(906名)を比較した結果、育休を長く取得した人ほど、また育休を取得した男性が多い

職場ほど、育短を取得していた。また人事評価が高い人が育短を取得しており、育短取得および育短

取得月数は人事評価に対して影響を与えていなかった。 

 

 

1.研究の背景と目的 

2022 年から改正育児介護休業法が段階的に施行され、男性の育児休業(以下、育休)の普及が強く推

進された。その結果、男性育休取得率は 17.13％と急増した（「令和 4年雇用均等基本調査」）。育休

からの復帰時に育児のための短時間勤務（以下、育短とする）を選ぶ女性が 4割から５割程度あるこ

とからすると、今後、男性も同様に育休からの復職時に育短を選択できる環境を整える必要がある。

しかしながら、男性の育短に関する研究はほとんどない。本研究では、男性の育短取得の決定要因

と、その人事評価への影響を明らかにする。 

育短制度は、育児休業法が施行された 1992 年から育児支援施策の１つとして選択的に義務付けられ

た。法改正により 2010 年から 100 人以上の規模の企業で、また 2012 年からは全ての企業で育短制度

の設置が義務化された。その結果、同制度がある企業は 2020 年には 68.0%、 2021 年に 68.9％、2022

年には 71.6％であった（令和 2年、3年、4年『雇用均等基本調査』厚生労働省（事業所調査））。し

かし、同調査では制度の利用状況はわからない。 

厚生労働省の委託調査として 2007 年以降継続的に行われている仕事と育児・介護の両立の実態調査

の中に、育短制度の利用状況の項目がある。これに基づいて作成したのが、図表 1（当日配布）であ

る。調査時に未就学前の子を持つ女性正規従業員の 31.7%から 51.2%(平均 40.5%)の利用があるのに対

し、3歳未満の子を持つ男性正規従業員の利用は 2.2%から 12.３％（平均 6.6%）と少ない。 

男性の育短のニーズはある。同調査は、2015年より育短の状況を問う中で、「利用したことはない

が、利用したかった」との選択肢を設けている。男性正規従業員についての結果は、2015年から 2018

年までは 10％台だったものが、2020 年は 20.3% 、2022 年には 21.6%と近年増加傾向にある。男性の育

休取得が一定の成果を見せつつある今、女性に偏る育短を、男性も取得できるようにすることが必要

である。脇坂(2022)は、少子化対策として WLB施策の総動員を提唱する中で、男性育児休業の取得期

間が短いことと並んで、男性の育短が普及していないことを問題点として指摘した。政府は 2025年か

ら育児時短就業給付(仮称)の実施を検討中である。しかし、男性の育短についてはまとまったデータ

がなく、これまでほとんど研究がなされていない。 

そこで本研究では、筆者らの独自調査によって収集した育短の経験がある男性（208 名）と、経験の

ない男性(906 名)のデータを比較し、次の 2点を明らかにする。まず、育短取得の決定要因である。既
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述のように数が少ない育短を取得する男性は、どのような個人属性をもつのだろうか。取得を可能に

する職場要因は何だろうか。それらを明らかにし、男性の育短取得を促進する施策を提示する。次

に、育短による人事評価への影響を明らかにする。育短取得が、人事評価にマイナスの影響を与えて

いれば、それは取得を阻害する要因となるだろう。その影響を明らかにし、取得の阻害要因となって

いれば、それを取り除く方法を検討する。 

 

2.先行研究 

 男性の育休取得が処遇に与える影響を分析した研究は、海外では蓄積がある（例えば Lege & 

Solli(2013)、Johhansen(2010)、Cohen & Single(2001)等）。国内では佐々木(2020)がある。同論文

によると、6ヶ月以上 1年未満の男性の育休取得は昇進程度を有意に高める一方で、1年以上の育休取

得は、昇進程度を有意に低めた。同研究は、男性の育短が昇進に与える影響の分析が含まれているが

有意な結果は出ておらず、論文中では言及がない。大内・奥野・奥井(2022)は、育休を取得した男性

（n=228)と、取得しなかった男性(n=678)を比較した結果、育休取得前の人事評価が高く、成長につな

がる仕事を担当しているほど、育休を取得する傾向が見られた。 

 以上のように、男性の育休取得の処遇への影響に関する研究は見られるものの、育短取得に焦点を

当てた研究は筆者らの知る限りない。一方で、女性の育短についてはいくつかの先行研究がある。永

瀬(2014)は、2010 年から 100人以上規模の企業で義務化された育短制度が、第 1 子出産、無子者の出

産意欲、および第 1 子出産後の就業継続に与える効果を測定した研究である。分析の結果、100 人未満

の企業、つまり育短が義務化されなかった企業を含め、女性従業員の第 1 子出産後の就労継続は 2007

年以降年々増加していた。しかし、育短制度の義務化が女性従業員の就労継続に与える有意な効果は

見出されなかった。 

横山(2018)は、育短制度の設置が義務化される 2009 年前後に 301 人以上の規模の企業で正社員とし

て働く出産した女性のデータ(1485名)を分析し、育短取得の決定要因と、その賃金への影響を分析し

た。その結果、慢性的に長時間労働がある職場では、育短の取得が有意に少なかった。一方、育児中

の人をサポートする雰囲気がある職場では、取得が有意に多かった。育短と賃金との関係について

は、合計して 2年までの育短は賃金に与えないが、それ以上の期間では賃金に対するペナルティがあ

るとしている 1。われわれの研究の関心として、この研究では「上司は、育児中などで時間制約のある

社員の評価は自動的に下げる（職場復帰時）」ダミー変数が用いられたが、この変数は育短取得に有

意な影響を与えなかった。 

やはり女性正社員を対象とした研究だが、われわれの研究と同じく人事評価について言及したもの

に尾島(2017)がある。同研究では、育短中、およびこれまでに育短をしたことがある女性正社員のう

ち、30.3%が育短によって「評価が低くなっている」と回答した（568 名）。また、27.3%が「制度を利

用していると、昇進・昇格は遅れる」、19.0%が「制度を利用していると昇進・昇格できない」と回答

した(同) 。この結果は、男性の育短取得者の場合も同様だろうか。そうであれば、取得を阻害する要

因となってしまう。また、両立支援や女性活躍の取組はその後加速度的に推進しているが、2010 年代

後半に見られた人事評価や昇進・昇格への影響は、現在も変化していないのだろうか 2。 

以上のことから、今後、男性の育短を普及させるために、取得の決定要因および阻害要因となりう

る人事評価への影響を明らかにすることが、本研究の目的である。 
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3．利用データと変数加工 

 本研究では、株式会社インテージに依頼して行った Web アンケート調査「育児勤務者に関する調

査」を利用する。調査期間は 2022 年 3月 1～3 日、依頼数は 3,847サンプル、有効回答数は 2067サン

プル（回収率 53.7％）である。この調査で対象となるのは、現在の会社に入社後に出産した女性、な

いしは現在の会社に入社後配偶者が出産した男性である。今回は、男性のデータを利用し、育短の取

得決定要因と、取得の有無と評価との関係について分析を行う。必要なデータが取得できる男性サン

プルは 1,114 であり、このうち、育短を取得しなかったのは 906 人（81.3%）、育短を取得したのは

208 人（18.7%）である。主な変数の基本統計量は参考資料 Aに掲載する。右側の差の検定は、各変数

の「育短取得せず」と「育短取得者」の平均値に有意な差があるかを調べたものである。 

 主な変数の加工について説明する。まず、育児のための短時間勤務については、現在の勤務先での

短時間勤務の総数（月）である。取得者の育児のための短時間勤務月数は平均値が 11 か月、最小値が

1か月、最大値は 125か月であり、図表２-1 からわかるように、分布は左側に大きく偏っている。育

短取得者 208 名のうち、育短取得月数が 1ヶ月と短いのは 66 名(31.7％)である。 

 
注）幅は 1 か⽉。最⼤値は 125 か⽉となる。縦軸は各⽉数の⼈数を表す。 

＜図表 2-1＞ 育児のための短時間勤務取得⽉数(取得者のみ） 
 

人事評価に関する変数は、現在と子どもが生まれる前のそれぞれのタイミングで受けた人事評価に

ついて、高評価が 5、低評価が１とした 5段階の数値を自身で選んだ値である 3。「知らない・わから

ない」は 0である。育休については、現在の勤務先での取得の有無についての情報を得ることができ

る。また、現在の勤務先に関わらず第 1 子から第 5子までについてそれぞれ取得した月数を尋ねてい

るため、現在の勤務先に入社後に生まれた子どもについての育休月数を合計した。育休月数の平均値

は、育短を取得しなかったサンプルで 0.53、育短取得サンプルで 2.58 と、育短を取得したサンプルで

有意に長い。 

 この他、勤務先の子育て支援環境に関わる変数としては、次の 3つを作成した。一つ目は、勤務先

で「出産・育児を経験した女性が働き続けているか」について「ほとんどが働き続けている」が５、

｢半数以上が働き続けている」が 4、｢働き続ける人は半数以下である」が 3、｢ほとんどいない」が 2、

「全くいない」が 1とする変数、二つ目は、勤務先で「育児休業を取得する男性」について「育児休
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業を取得する男性が多く、そのほとんどが 1か月以上の長い人である」が 5、「1週間程度の短い人

も、1か月以上の長い人もいる」が 4、「1週間程度の人なら多いが、１か月以上取得する人はほとん

どいない」が 3、「ほとんどいない」が 2、「全くいない・私を除いてまったくいない」が 1とする変

数、三つ目は、勤務先で「子どものいる女性管理職」について、「10 名以上いる」が 5、「10 人未満

だがいる」が 4、「独身や子どものいない女性の管理職が 10 人以上いるが、子どものいる女性管理職

はほとんどいない」が 3、「独身や子どものいない女性管理職が 10 人未満で、子どものいる女性管理

職はほとんどいない」が 2、「女性管理職がいない」が 1とする変数である。 

 働く上での家庭環境に関する変数としては、平均的な片道の通勤時間（分）、家庭での家事分担と

育児分担について、それぞれ、100 とした場合の本人、パートナー、親、第三者の負担を用いた。 

 企業の属性、個人の属性としては、総合職ダミー変数（勤務先での職掌について「基幹的な業務を

担い、管理職昇進の可能性が高い（いわゆる総合職など）」と回答した場合に１、それ以外を 0とす

る変数）、部署ダミー変数（リファレンスグループを人事・労務部門とし、「経理・財務部門」「経

営企画・事業企画部門」「法務・知的財産部門」「営業部門」「原料・資材・調達部門」「製造・生

産技術部門」「生産管理部門」「研究開発部門」「設計部門」「システム部門」「その他」の 11の変

数）、産業ダミー変数（「運輸業・郵便業」「情報通信業」「卸売業・小売業」「金融業・保険業」

の４つを用い、リファレンスグループはそれ以外の業種）、企業規模ダミー変数（勤務先の従業員規

模について、「99 人以下」「100〜299 人」「300〜499 人」「500〜999 人」「1,000〜1,999 人」

「2,000〜2,900 人」「3,000〜4,999 人」の 7つのダミー変数を用い、リファレンスグループは

「5,000 人以上」）を用いた）、学歴ダミー変数（リファレンスグループを中卒・高卒として、「専門

学校卒」「短期大学卒」「四年制大学卒」「大学院卒」の 4つの変数）、役職ダミー変数（リファレ

ンスグループを一般社員として、「主任・係長相当職」「課長相当職」「部長相当職」の 3つの変

数）を用いた。 

 図表 2-2（当日配布）には、男女の育短取得月数の平均値、標準偏差を比較している。男性は女性に

比べると、育短を取得していてもその平均値は半分以下と短いことがわかる。図表 2-3（当日配布）に

は、男女の育短取得月数の分布を箱ひげ図で示した。この図からも、男性の育短が女性より短いこと

がわかる。 

 ここで、図表 3-1、3-2（共に当日配布）に、男性の育休・育短取得の有無と、本人、パートナー等

の家事、育児の分担の平均値について、比較を行う。図表 3-1、3-2 より、家事分担割合については、

「育休あり・育短あり」の場合に、それ以外と比べて本人の分担割合が高く（35%程度）、一方でパー

トナーの分担割合は低い（6割弱）。一方、育休、育短のいずれか一方を取得している場合には、本人

の家事・育児分担はそれほど高くなく、パートナーの分担も、男性が「育休無し・育短無し」の場合

と同様、70%程度と高い。いずれにしても、男性本人の家事、育児分担は高くて 35%であり、パートナ

ーの負担は低くても 56％なので、依然として、女性の負担が大きいといえる。 

  

4．育短取得決定要因分析結果 

ここで、被説明変数に育短の取得の有無、および育短取得月数をとり、育短取得に影響を与える要

因を分析する。説明変数には、個人や職場の属性、職場の育児支援に関する変数、子どもが生まれる

前の人事評価に関するダミー変数を加えた。すなわち、子どもが生まれる前の人事評価について、高

評価 5から低評価 1までの各評価である場合に１、それ以外を 0とするダミー変数とする変数を利用
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した。リファレンスグループは、当時の評価が「知らない・わからない」との回答になる。これは、

育短が評価に与える影響を分析するための前段階として、そもそも評価の高い労働者が育短を取得し

ているのかどうかを調べるためである。 

 図表 4は、育短取得の有無の決定要因である。分析はロジット・モデルによる。図表 4より、育短

取得に対して、育休取得の有無、取得月数が有意にプラスである。男性では、育短と育休はセットで

取得されているといえる。また、子どもが生まれる前の人事評価が 5であること、職場に男性の育休

取得者が多いことが有意にプラスである。 

 子どもが生まれる前の人事評価が高いと、育短取得にはプラスに有意である。つまり、もともと人

事評価の高い人が育短を取得していることになる。一方で、図表 2-1、2-2、2-3 より、男性は育短を

長くは取得しておらず、それは取得者が長く取得することがキャリアにマイナスになることを恐れて

いるのか、あるいは企業側がくるみんの取得等を目指すために、優秀な男性社員に短期間だけでも育

短を取得することを勧めているのか、その取得の理由について明らかにする必要がある。 

 

5．育短の取得と人事評価 

 ここでは、育短の取得が現在の人事評価にどう影響しているかを分析する。図表 5に結果を示す。

被説明変数の人事評価について、「知らない・わからない」とする人が 12％いる。しかし分析では人

事評価を回答している人だけを対象とするためにセレクション・バイアスが発生する可能性がある。

そこで、最初に人事評価がわかっているかどうかの決定要因を分析し、2段階目でその偏りを説明変数

に加えることで、サンプルセレクションを考慮した順序プロビットにより分析を行った。 

 現在の人事評価を知っているかどうかの決定に用いた変数は、年齢、勤続年数、総合職ダミー変

数、学歴ダミー変数、役職ダミー変数、子どもが生まれる前の人事評価について「知らない・わから

ない」と回答した場合に１をとるダミー変数である。 

 また、現在の人事評価の決定要因としては、育短と育休取得の有無ダミー変数、育短月数と育休月

数のそれぞれの組合せを加えた。子どもが生まれる前の評価ダミー変数についても加えた場合と加え

ない場合とで分析を行った。図表５より、/athrhoは双曲線タンジェント逆関数であり、セレクション

関数と、評価決定式の誤差項の相関を表す。これが有意だと、通常の順序プロビットで分析すると評

価関数の推計結果にバイアスが生じる。これが有意ではないことから、両者にバイアスは無かったこ

とがわかる。 

また、評価決定要因の分析結果より、モデル１では、育短取得ダミー変数が現在の評価に対して有意

にプラスであることがわかる。一方、モデル３より、子どもが生まれる前の評価ダミー変数を加える

と、育短取得ダミー変数は有意ではなくなる。そのため、育短取得者の評価が高いのは、もともと評

価が高い人が育短を取得していることを意味しているといえる。また、モデル 2、4 より、育短取得月

数は評価に対して有意ではない。 

以上の分析結果より、育短の取得は男性労働者の評価にマイナスの影響を与えていないことが示され

た。 

 

6．分析結果と考察、今後の課題 

 本研究の目的は、第一に、男性の育短取得の決定要因を明らかにすること、第二に、男性の育短取

得による人事評価への影響を明らかにすることであった。分析の結果、第一に、個人属性では育休を
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取得している人、その育休の取得月数が長い人ほど、また、職場環境要因としては育休を取得する男

性が多い組織ほど、育短を取得していた。第二に、もともと人事評価が高い人が育短を取得してお

り、子どもが生まれる前の人事評価を考慮すると、育短取得、および育短取得月数は人事評価に対し

て影響を与えていなかった。 

 上記の第一の結果より、男性の育休取得を推進する組織では男性の育短取得も進むと考えられる。

育児は育休復帰後も続くため、仕事と育児の両立をしやすくする育短を育休とセットで推進すること

で、加速度的に育短取得者が増えると考えられる。 

 第二の結果について、佐々木(2020)でも男性の育短取得は昇進に対する影響は有意ではなかった

が、対象となる男性の育短取得者が約 60 人(全体の 1.9%)と非常に少ないことが有意でなかった理由か

もしれない 4。一方、本研究では、男性の育短取得者が 208 人(全体の 18.7％)と豊富なサンプルを有し

ていることを基に、子どもが生まれる前の人事評価が高い人が育短を取得していることを明らかにし

た。この点が本研究の特徴である。そこで次の考察をする。 

 本研究結果で、育短取得が人事評価に対して有意な影響を与えていない点については、育短取得月

数は平均 11ヶ月で、かつ育短取得者の多く(31.7％)が 1ヶ月と短いことが影響していることが考えら

れる。仮に 1時間を短くする短時間勤務を 1ヶ月間のみ行った場合に、人事評価に大きな影響を与え

るとは考えにくい。そのような状況でも、男性の育短取得比率が女性に比べて低いのはなぜだろう

か。それは、｢子どもが生まれる前の人事評価が高い男性が育短を取得している｣という分析結果と関

係があると考えられる。取得する男性、取得した男性を評価する上司(管理職)、そして企業(人事部)

の立場から考えてみよう。 

子どもが生まれる前の人事評価が高い男性は、育短を取得しても効率よく仕事をして成果を上げれ

ば、育短取得により上司が低い人事評価を与えることはないだろうと考えていたのかもしれない。あ

るいは、キャリアに支障がないように敢えて育短取得を短期間に留めた男性や、もともと人事評価が

高いので育短取得により多少評価が低くなっても構わないと考えた男性もいるかもしれない。評価者

である上司からすると、もともと人事評価の高い男性が育短勤務中も効率よく仕事をして成果を上げ

ていることを高く評価したのかもしれない。あるいは、もともと人事評価の高い男性の育短取得を大

目に見ているのかもしれない。また、企業(人事部)は、男性の育休・育短取得を推進するために、そ

もそも時短をとってもキャリアに支障のない男性を選んで育短取得を勧めたのかもしれない。 

いずれにせよ、裏返せば、子どもが生まれる前の人事評価が平均的か低い人にとっては育短を取得

しにくい状況だと言える。子どもが生まれる前の人事評価の高低に関わらず、誰でもが育短を取得で

きる状況にするためには、育短取得が人事評価に不利益を与えないことを企業が明文化したルールで

提示することが必要だろう。大内・奥野(2022)によると、育短勤務者の人事評価について、女性活躍

推進に積極的な企業でさえ半数超の企業で明確なルールを定めていない。多くの女性は明確なルール

がない中で甘んじて育短を取得してきたことになる。今後は、育短取得が人事評価に負の影響を与え

ないことを企業が明示することで、男女にかかわらず納得した上での育短取得を可能にするだろう。 

本研究の特徴は、育短に焦点を当てた研究としては筆者らの知る限り本研究が初めてであること、

およびその男性の育短取得者が 208 人(18.7％)と豊富なサンプルを有していることである。ただし、

既述のように男性の育短取得月数は短い。また、育短の取得状況は育休取得状況によっても異なる。

さらに男性の育休・育短共に取得月数が女性に比べると短い。育短を取得する男性、評価する上司(管
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理職)、企業(人事部)の三者へのインタビュー調査などによりそれらの理由を明らかにすることが今後

の課題である。 

さらに言えば、育短だけが仕事と育児の両立支援策ではない。図表 1にあるように、男性の場合、

育短に比べ｢就業開始・終了時刻の繰上・繰下｣、｢フレックスタイム｣、｢在宅勤務/テレワーク｣の利用

率が高い。こうしたフルタイムで柔軟な働き方の両立支援策としての効果性を明らかにしていくこと

も今後の課題となる。 

 

＜図表 4＞ 育短取得決定要因分析              ＜図表 5＞ 育短が人事評価に与える影響 
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【注】 
１具体的には、2年１ヶ月から 3年の利用で 13％、3年１ヶ月〜5年の利用で 22%、5年１ヶ月以上では

約 30%の賃金に対するペナルティがあるとしている。 
２その他にも、短時間勤務に関する研究は、松原(2004)(2012)、的場(2007)、武石(2013)等があるが、

いずれも女性の短時間勤務者が対象である。松原(2012)のインタビュー調査では短時間正社員を対象

としており、うち 1 名が男性である。 
３人事評価について、回顧法による主観的なもので実際の人事評価とは異なる可能性があるが、研究者

が実際の人事評価を入手することは非常に困難であることから、次善の策として利用する。 
４ 佐々木(2020)では、子どもが生まれる前の情報を有していないため、子どもが生まれた後に昇進し

た人が、もともと昇進が期待できる人だった可能性もある。その点について、同論文は、傾向スコア

の重み付け法、すなわち傾向スコアの逆数を重みとして用いることで、セレクション・バイアスの問

題を取り除く試みをしている。 
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